
告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工

労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・

商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
大
平
寺
店

福
島
市
大
平
寺
字
坿
屋
敷
四
十
九
番
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
�

善
興

住
所

郡
山
市
朝
日
二
丁
目
十
八
番
二
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
�

善
興

住
所

郡
山
市
朝
日
二
丁
目
十
八
番
二
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

百
四
十
九
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

七
十
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

面
積

百
二
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

容
量

十
四
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

一

開
店
時
刻

午
前
九
時

二

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一

数

三
か
所

二

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設

の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
三
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

六
三
七

○
建
築
協
定
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し

た
件

六
三
八

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件
七
件

六
三
八

公

告

○
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
受
付
及
び

処
理
の
状
況
を
公
表
す
る
件

六
四
〇

福
島
県
警
察
本
部

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
三
件

六
四
〇



県
道
五
十
沢
国
見
線

路

線

名

国
道
三
四
九
号

路

線

名

伊
達
市
梁
川
町
五
十
沢
字
越
五
十
沢
九
〇
番
一
地
先

か
ら

同

市
梁
川
町
五
十
沢
字
羽
山
下
二
〇
番
二
地
先
ま

で
供

用

開

始

の

区

間

伊
達
市
梁
川
町
字
東
塩
野
川
七
四
番
一
地
先
か
ら

同

市
梁
川
町
五
十
沢
字
堂
ノ
前
七
〇
番
一
地
先
ま

で
供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年
一

〇
月
一
四
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年
一

〇
月
一
五
日

供

用

開

始

の

期

日

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
�
葉
町
赤
粉
住
宅
団
地
建
築
協
定
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更

の
認
可
を
し
た
。
こ
の
認
可
に
係
る
建
築
協
定
書
の
写
し
は
、
�
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

変
更
認
可
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

二

変
更
認
可
申
請
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

双
葉
郡
�
葉
町
大
字
北
田
字
鐘
突
堂
五
番
地
の
六

�
葉
町
長

草
野

孝

三

変
更
の
内
容

建
築
協
定
区
域
の
一
部
除
外

除
外
す
る
土
地

双
葉
郡
�
葉
町
大
字
井
出
字
舘
ノ
沢
九
十
二
番
地
六
の
一
部
、
九
十
二
番
地
七

の
一
部
、
九
十
二
番
地
八
の
一
部
、
九
十
二
番
地
十
二
の
一
部
、
九
十
二
番
地
十

三
の
一
部
、
九
十
二
番
地
十
七
の
一
部
、
九
十
二
番
地
十
八
の
一
部
、
九
十
二
番

地
十
九
の
一
部
、
九
十
二
番
地
二
十
の
一
部
及
び
九
十
二
番
地
二
十
六
の
一
部

(

建
築
指
導
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
八
月
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

株
式
会
社
田
村

田
村
市
船
引
町
船
引

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ
。

自
動
車
教
習
所

字
山
ノ
内
一
四
九
番

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

地
の
一

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
八
月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
た
は

南
相
馬
市
原
町
区
北

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ
。

ら

長
野
字
北
原
田
三
〇

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

五
番
地
の
二

有
限
会
社
大
越

双
葉
郡
広
野
町
大
字

同

同

下
北
迫
字
苗
代
替
五

六
番
地
の
五
七

熊
坂
商
事
株
式

南
相
馬
市
小
高
区
本

同

同

会
社

町
二
丁
目
八
一
番
地

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号
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福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

片
田

隆
雄

郡
山
市
大
町
一
丁
目

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ
。

一
二
番
二
号

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
九
月
十
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

株
式
会
社
昭
和

白
河
市
愛
宕
町
四
四

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ
。

堂

番
地

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

株
式
会
社
白
河

白
河
市
五
番
丁
川
原

同

同

自
動
車
学
校

一
〇
一
番
地
の
五

株
式
会
社
県
南

白
河
市
東
釜
子
字
古

同

同

自
動
車
学
校

峰
内
九
八
番
地

藤
田

正
夫

東
白
川
郡
塙
町
大
字

同

東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙

板
庭
字
広
瀬
一
七
番

字
桜
木
町
三
八
八
番
地

地
の
二

の
一(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
九
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
関
薬

会
津
若
松
市
西
栄
町

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

会
津
若
松
市
川
原
町
二

品
商
会

六
番
三
一
号

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

番
一
三
号

渡
部

信
一

会
津
若
松
市
河
東
町

同

住
所
地
に
同
じ
。

広
田
字
広
田
一
〇
四

番
地

福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

同

喜
多
方
市
松
山
町
鳥
見

組
合

専
務
理

七
五
号

山
字
下
天
神
六
番
地
の

事

佐
藤

武

三

二

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

森
合

典
秀

い
わ
き
市
植
田
町
本

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ
。

町
三
丁
目
八
番
地
の

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

三

株
式
会
社
平
中

い
わ
き
市
内
郷
小
島

同

同

央
自
動
車
学
校

町
天
ノ
田
一
五
番
地

の
二

有
限
会
社
鍋
屋

い
わ
き
市
小
名
浜
西

同

同

第
一
商
事

町
五
番
地
の
七

福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

同

い
わ
き
市
平
字
梅
本
一

組
合

専
務
理

七
五
号

五
番
地

事

佐
藤

武

二猪
狩

由
美

い
わ
き
市
四
倉
町
狐

同

住
所
地
に
同
じ
。

塚
字
川
田
八
二
番
地

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

南
会
津
地
区
交

南
会
津
郡
南
会
津
町

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ
。

通
安
全
協
会

田
島
字
中
町
甲
三
九

成
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

会
長

五
十
嵐

一
八
番
地
の
四

博
幸

(

出
納
総
務
課)
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福
島
県
警
察
本
部

公

告

公
告
第
五
百
二
十
三
号

政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
要
綱
第
九
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
度
第
二
四
半
期
に

お
け
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

苦
情
の
受
付
件
数

零
件

(

審

査

課)

福
島
県
警
察
本
部
公
告
第
４
８
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
化
運
転
免
許
証
記
載
内

容
確
認
装
置
及
び
証
明
書
キ
ャ
ッ
シ
ュ
サ
ー
バ
装
置
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成

７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
20年
10月
14日

福
島
県
警
察
本
部
長
久
保
潤
二

１
落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

�
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
化
運
転
免
許
証
記
載
内
容
確
認
装
置

ア
Ｉ
Ｃ
運
転
免
許
証
読
取
装
置
30式

イ
Ｉ
Ｃ
運
転
免
許
証
記
載
内
容
確
認
装
置
４
式

�
証
明
書
キ
ャ
ッ
シ
ュ
サ
ー
バ
装
置
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
20年
９
月
25日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
29番
11号

５
落
札
金
額

38,455,200円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
20年
８
月
15日

(会
計
課
)

福
島
県
警
察
本
部
公
告
第
４
９
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
運
転
免
許
証
追
記
シ
ス
テ
ム
機
器
及

び
電
子
署
名
生
成
装
置
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団

体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下

｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274

条
の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
20年
10月
14日

福
島
県
警
察
本
部
長
久
保
潤
二

１
落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ア
運
転
免
許
証
追
記
シ
ス
テ
ム
機
器
29式

イ
電
子
署
名
生
成
装
置
１
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
20年
９
月
19日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
29番
11号

５
落
札
金
額

154,586,880円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
20年
８
月
８
日

(会
計
課
)

福
島
県
警
察
本
部
公
告
第
５
０
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
交
番
・
駐
在
所
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品

等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政

令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
20年
10月
14日

福
島
県
警
察
本
部
長
久
保
潤
二

１
落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

交
番
・
駐
在
所
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

福
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
20年
９
月
25日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
29番
11号

５
落
札
金
額

41,976,900円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
20年
８
月
15日

(会
計
課
)
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